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第 ７ 回 経 済 建 設 常 任 委 員 会 会 議 録 1 

開催年月日  平成19年11月27日（火曜日） 開会 10時 00分 閉会  12時 30分 

開 催 場 所  第二委員会室 

出 席 委 員  
山木、清水、中田、田村、山腰、水口 事 

務 

局 

飯沼事務局長 

 委員外議員～窪之内 田湯副主幹 

欠 席 委 員  なし 山本主査 

説 明 員  別紙のとおり 議 件  別紙のとおり 
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１ 所管からの報告事項について 

  次の事項について所管から説明を受け、質疑を行い、報告済みとした。 

（１）専決処分について 

（２）滝川ふれ愛の里地ビール製造施設の指定管理者公募の結果について 

（３）麦・大豆品質向上対策費補助金について 

（４）米麦の出荷状況について 

（５）農地・水・環境保全向上対策について 

（６）高等技術専門学院の新しい推進体制に関する基本方針（中長期ビジョン）の策定に 

   伴う今後の対応について 

（７）アクロスプラザたきかわの出店状況について 

（８）滝川市商工業振興条例の一部を改正する条例について 

（９）滝川市航空科学センターの指定管理について 

（10）産業サポート助成事業について 

（11）滝川都市計画特別用途地区（大規模集客施設立地制限地区）の変更について 

（12）滝川都市計画大規模集客施設制限地区建築条例の制定について 

（13）滝川都市計画特別工業地区建築条例等の改正について 

（14）専決処分について 

（15）上下水道料金請求先口座誤りについて 

（16）中空知広域水道企業団水道料金の改定について 

（17）滝川市道路占用条例及び滝川市下水道条例の改正について 

（18）一般会計補正予算（除雪機械購入）について 

（19）除排雪事業について 

（20）一般会計土木費（住宅管理費）の減額補正について 
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２ 第４回定例会以降の調査事項について 

  別紙調査項目のとおりとすることに決定した。 

３ その他について 

  10月23日～26日に実施した本委員会の行政視察に伴う交通費の積算に誤りがあった 

  ことが事務局より報告され、参加者（中田議長を除く。）１人当たり210円が追加支給 

  されることになった。 

４ 次回委員会の日程について 

  正副委員長に一任することに決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上 記 記 載 の と お り 相 違 な い。 経済建設常任委員長  山 木   昇  ○印 



 

 

 

                                    平成19年11月26日 2 
                                              3 
 滝川市議会議長 中 田   翼 様 4 
 5 
                                滝川市長 田 村   弘 6 

 7 
 8 
   経済建設常任委員会への説明員の出席について 9 
 10 
  11 

 平成19年11月２日付け滝議第110-2号で通知がありました経済建設常任委員会への説明員の出席要 12 

求について、次の者を説明員として出席させますのでよろしくお願いします。 13 

 なお、公務等の都合により出席を予定している説明員が欠席する場合もありますので申し添えま 14 

す。この場合、必要があるときは、所管の担当者を出席させますのでよろしくお願いします。 15 
 16 

記 17 
 18 
 市長の委任を受けた者 19 

  経済部長     中 嶋 康 雄 20 

  経済部参事     江 上 充 明 21 

  経済部商工労働課長    吉 井 裕 視 22 

  経済部商工労働課主幹・農政課主幹   野 澤 秀 徳 23 

  経済部商工労働課地域振興室長   長 瀬 文 敬 24 

  経済部商工労働課地域振興室主任主事  田 村 拓 也 25 

  経済部商工労働課元気タウン推進室長  千 田 史 朗 26 

  経済部商工労働課元気タウン推進室次長  岸   祐 一 27 

  経済部商工労働課観光室副主幹   日 口 裕 二 28 

  経済部農政課長     多 田 幸 秀 29 

  経済部農政課副主幹    新 井 敏 幸 30 

  経済部農政課主査    阪 本 康 雅 31 

  経済部農政課主査    木 村   純 32 

  建設部長     岡 部   豊 33 

  建設部都市計画課長    堀 下 博 正 34 

  建設部都市計画課副主幹    武 藤 一 男 35 

  建設部都市計画課主査    湯 浅 芳 和 36 

  建設部都市計画課下水道室長   千 葉   強 37 

  建設部土木課長     大 平 正 一 38 

  建設部土木課副主幹    川 本   滋 39 

  建設部土木課副主幹    平 山 雅 彦 40 

  建設部建築住宅課長    三 谷 文 彰 41 

  建設部建築住宅課副主幹    江 口 伸 明 42 

  建設部建築住宅課主査    三 吉 修 司 43 

  建設部建築住宅課主任主事   万 年 英 人 44 
 45 
                               （総務部総務課総務グループ） 46 

47 



 

 

 

第７回 経済建設常任委員会 48 

                                                    49 

H19.11.27(火)10:00～ 50 

第 二 委 員 会 室 51 

 52 

○ 開  会 53 

 54 

○ 委員長挨拶（委員動静）  55 

    56 

１．所管からの報告事項について 57 

《経済部》 58 

(１) 専決処分について                      (資料) 商工労働課 59 

(２) 滝川ふれ愛の里地ビール製造施設の指定管理者公募の結果について(資料) 農政課 60 

  (３) 麦・大豆品質向上対策費補助金について            (資料)  農政課 61 

(４) 米麦の出荷状況について                   (資料)  農政課 62 

(５) 農地・水・環境保全向上対策について             (資料)  農政課  63 

(６) 高等技術専門学院の新しい推進体制に関する基本方針（中長期ビ 64 

ジョン）の策定に伴う今後の対応について           (資料) 商工労働課 65 

(７) アクロスプラザたきかわの出店状況について            (資料) 商工労働課 66 

(８) 滝川市商工業振興条例の一部を改正する条例について       (資料) 商工労働課                 67 

(９) 滝川市航空科学センターの指定管理について           (資料) 商工労働課 68 

(10) 産業サポート助成事業について                 (資料) 商工労働課 69 

 70 

《建設部》 71 

 (11) 滝川都市計画特別用途地区（大規模集客施設立地制限地区）の 72 

変更について                              (資料-１) 都市計画課 73 

(12) 滝川都市計画大規模集客施設制限地区建築条例の制定について  (資料-２) 建築住宅課 74 

(13) 滝川都市計画特別工業地区建築条例等の改正について       (資料-３）建築住宅課 75 

(14) 専決処分について                       (資料-４）建築住宅課 76 

(15) 上下水道料金請求先口座誤りについて              (資料-５) 都市計画課 77 

(16) 中空知広域水道企業団水道料金の改定について         (資料-６) 都市計画課 78 

(17) 滝川市道路占用条例及び滝川市下水道条例の改正について    (資料-７) 土木課 79 

 (18) 一般会計補正予算（除雪機械購入）について           (資料-８）土木課 80 

(19) 除排雪事業について                       (資料-９) 土木課 81 

  (20) 一般会計土木費（住宅管理費）の減額補正について        (資料-10) 建築住宅課 82 

 83 

２． 第４回定例会以降の調査事項について～別紙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   84 

 85 

３．その他について   86 

 87 

４．次回委員会の日程について 88 

  89 

○ 閉  会 90 



 

 １ 

第７回 経済建設常任委員会 91 

                                                     H19. 11. 27 (火) 10時00分 92 

                                       第二委員会室 93 

開  会  １０：００ 94 

委員動静報告 95 

委 員 長          全員出席。委員外議員として窪之内議員の出席を許可。報道機関から毎日新聞 96 

社、空知新聞社の傍聴を許可。 97 

 １ 所管からの報告事項について 98 

委 員 長    （１）について説明を願う。 99 

          (１)専決処分について 100 

中嶋部長    （別紙資料に基づき説明する。） 101 

委 員 長 説明が終わった。質疑はあるか。（なし）（１）については報告済みとする。 102 

委 員 長    （２）から（５）までの４件を一括して説明願う。 103 

（２）滝川ふれ愛の里地ビール製造施設の指定管理者公募の結果について 104 

         （３）麦・大豆品質向上対策費補助金について 105 

         （４）米麦の出荷状況について 106 

         （５）農地・水・環境保全向上対策について 107 

江上参事    （（２）について、別紙資料に基づき説明する。） 108 

多田課長    （（３）、（４）について、別紙資料に基づき説明する。） 109 

新井副主幹    （（５）について、別紙資料に基づき説明する。） 110 

委 員 長     北海道新聞社の傍聴を許可する。一括して質疑を行う。質疑はあるか。 111 

副委員長     ① 麦・大豆品質向上対策の交付金の返還について、受けていたのは地域水田 112 

農業推進協議会で、直接市ではないが、協議会のメンバーに市が入っていたと 113 

思うが、だれが協議会のメンバーになっていたか。また、市の役割はどのよう 114 

なものか。 115 

         ② 大豆の契約栽培のとらえ方が、この制度の趣旨と違っていたとの説明であ 116 

ったが、具体的にどのように違っていたのか。 117 

         ③ 交付金を返還しなければならない農家の戸数は。 118 

         ④ 他府県もしくは道内の状況は滝川市と同じ状況なのか。それとも滝川市の 119 

みが特殊な事例だったのか。 120 

多田課長     ① 協議会の会長は滝川市長である。その下に幹事会があり、幹事長は滝川市 121 

経済部長である。事務局は、局長が農政課長、次長はＪＡたきかわ営農振興課 122 

長である。市と農協を中心としてこの組織を立ち上げているが、農業委員会、 123 

農民協議会等関係機関からも参画している。 124 

         ④ 道内の状況としては、空知管内にも滝川市と同じく交付金を返還する状況 125 

のところがある。さらに、上川管内はほとんどが返還の状況にあると聞いてい 126 

る。また、ことしの会計検査の他府県の対象地域では、この問題が調査対象に 127 

なっていたようである。 128 

         ③ 返還対象戸数は16戸。 129 

         ② 対象事業は大豆契約栽培となっていたが、契約に関して実需者との直接契 130 

約なのか、あるいは、系統を通した契約なのか、という点で契約についてのと 131 

らえ方の違いが発生したところである。滝川市の事務局としては、大豆契約栽 132 

培も契約の一つであるとの考え方をもとに進めてきたが、会計検査からは、そ 133 

のような認識をしておらず、直接に実需者との契約栽培をしたものしか対象と 134 



 

 ２ 

ならないとの指摘を受け、当初の考え方との違いが生じたところである。 135 

副委員長     契約栽培はいろいろなパターンがあると思う。例えば、書面で農家と加工メー 136 

カーとが結ぶものや、あるいはスーパー系列と契約するものがあると思うが、 137 

出荷については、系統を通じるものや出荷後直接実需者というパターンもある 138 

と思う。今回の場合は、契約及び出荷の流れのすべてが実需者と農家が直でな 139 

ければ対象とならないということで、実態はそうなっていなかったのか再度確 140 

認する。 141 

多田課長     滝川の大豆については、直接実需者に向かっていくものに関しては、ほとんど 142 

ない。系統を通しての取り扱いとされているが、系統を通しても、系統の次に 143 

必要なところが、実需者としてはっきりしているものについては、この制度の 144 

対象になってくるとのことである。中には、系統を過ぎてからのとらえ方がは 145 

っきりしていなかった面があったと考えている。 146 

副委員長     農家としては、協議会、いわゆる市の指導の下に実施したが、返還しなければ 147 

ならなくなったという構図であると思う。出荷の段階で系統から実需者に行く 148 

ということがはっきりしていないことが指摘されたとのことであるが、契約栽 149 

培である以上、実需者の依頼の下に一定量を計画栽培していると思う。当然出 150 

荷の方法についても、系統を通していくことが確認されていると考える。これ 151 

らのことが計画書の段階で記載されていれば、このような問題は発生しなかっ 152 

たのか、それとも、記載されていなかったから問題なのか、何が問題点なのか 153 

理解しがたい。書類上の問題なのか、事実と違う計画を立てて運用したことが 154 

問題なのか、再度説明を求める。 155 

多田課長     この契約に関しては、事業が始まった段階で契約のとらえ方について協議会と 156 

して空知支庁に確認を行った。その時点では、大豆契約栽培で品質向上対策が 157 

可能であるとのやり取りがあり、それに従って進めてきたところである。しか 158 

しながら、その後の会計検査において、大豆契約栽培だけではなく、それ以降 159 

の実需者との契約がなければ、事業の対象にならないと指摘があった。それを 160 

受けて、協議会と空知支庁との間で確認作業を行ってきた。当初の段階では補 161 

助金の返還に応じないとの話もあったが、会計検査としては全国一律の基準で 162 

あり、返還に応じなければ強制的に返還命令を下すとのことから、協議会とし 163 

ても返還という道をとらざるを得なかった。 164 

副委員長     これは国の交付金制度であるから、様式が定められており、その様式に従って 165 

記入すべきことを書いていくわけであるから、市が独自の様式をつくって申請 166 

するような性格のものではないと思う。全国統一の様式に従って申請されると 167 

思う。そうすると、実需者との契約がなかったとの説明であったが、その契約 168 

は制度上どのような規定になっていたのかがポイントであると考える。もとも 169 

と様式がないものであれば、制度上に問題があるだろうし、様式があるのであ 170 

ればその様式に従って記入すればよいのであって、会計検査院の指摘がおかし 171 

いことになるのでは。 172 

木村主査     大豆の播種前契約というのは、かなり制度的に複雑であるが、２つあり、すべ 173 

て生産者との播種前契約である。１つは、大豆を生産しているほとんどの農家 174 

が加盟している播種前契約で、農協の系統と生産者との契約である。もう一つ 175 

上のランクの契約とは、さらにプレミアの契約として生産者から農協系統、農 176 

協系統からさらに実需者という契約がある。これらのどの部分が契約栽培に相 177 

当するかという確認であって、そもそも事務的な面ではこの部分の様式につい 178 
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ては国では一切規定していない。要綱、要領にもあくまで全農が定める大豆契 179 

約栽培の実施要領というような記載しかなかったところである。この部分で疑 180 

義が生じたところであり、始めに説明した広い範囲での契約栽培を該当させて 181 

しまったところである。ちなみに大豆については、ごく一部を除いてほぼ全部 182 

が実際に実需者に渡っている。したがって、２つの系統の契約のうちのプレミ 183 

アの部分が該当するという解釈の錯誤があったところである。 184 

副委員長     ① プレミアでない部分については、系統と生産農家との播種前契約で、実需 185 

者と系統との部分が抜けたもので、実需者と生産者が契約栽培したものではな 186 

いという書類を提出していたと確認してよいか。 187 

         ② プレミアの意味は。この場合、実需者と系統の播種前契約の書類も交付金 188 

申請時に含まれていたのか。 189 

木村主査     ① 広い範囲での契約栽培では、ＪＡたきかわにおいてほぼ全量が一定の業者 190 

との間で、入札の前段階で指定買いというような形になっており、その契約書 191 

については農協に存在している。ただ個人ごとの契約書はなかった。 192 

         ② プレミアの内容について、より品質のよいものを供給するという、普通の 193 

単価に一定の金額を上乗せするという契約があり、これをプレミアと言ってい 194 

る。この契約については個人名が明記されたものである。ただし、この契約に 195 

ついて相手先の個人名は明記されているが、契約の相手方は系統である。この 196 

プレミアの部分だけが今回の対象ということである。広い意味での契約栽培に 197 

ついても個人名がすべて挙げられており、申請時においてどの部分の契約者を 198 

添付するべきかという指示は当初からされていなかったところである。 199 

副委員長     担い手のための今回の補助制度を活用した農家は 16 戸であり、１件当たり 30 200 

万円弱で、これを受け取ることができなかったわけであるが、これは制度に問 201 

題があるのか。空知支庁の確認を取っていたのだから会計検査院も厳しすぎる 202 

との感がある。既に返還することを決定したとのことであるが、こういうこと 203 

が繰り返されることは問題である。単に会計検査院に迎合するのではなく、実 204 

態に合わせて検査することを求める必要があるのではないかと考える。 205 

多田課長     協議会として確認作業に大いに不十分な点があったと反省をしている。生産農 206 

家には一切非がないことも理解しているつもりである。今回の指摘部分につい 207 

ては、国の考え方と滝川市の取り組みにかなり違いがあったということと、全 208 

道的な状況を見ても交付金を返還する地域が尐ない状況にあり、きちんと取り 209 

組んでいる地域もある。これらの点を踏まえて、協議会としては今後の確認作 210 

業を徹底し、事業に取り組んでいかなければならないと考えている。 211 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし） （２）から（５）までは報告済みとする。 212 

        （６）高等技術専門学院の新しい推進体制に関する基本方針（中長期ビジョン） 213 

の策定に伴う今後の対応について 214 

委 員 長    （６）について説明願う。 215 

吉井課長     （別紙資料に基づき説明する。） 216 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 217 

水  口     ① 道の労働審議会に対する答申が妥当であり、これを踏まえて滝川市として 218 

は存続できることに変わりはないが、やむを得ない結果であると結論づけたと 219 

判断してよいか。それとも、まだ一縷の望みを持ちながらも存続の可能性に賭 220 

けていくのか、廃止やむなしと判断したのか、その辺の度合いを伺う。 221 

         ② 地域要望の協議に関して、中空知地域職業訓練センターを受け皿とした点 222 
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について、高等技術専門学院が担ってきた役割、持ってるノウハウと中空知地 223 

域職業訓練センターが持ってるノウハウにはかなり違いがあると思う。中空知 224 

地域職業訓練センターが高等技術専門学院の代わりを担うことはかなり難しい 225 

と聞いているが、この点に関しても引き続き道とのかかわりが継続される仕組 226 

みの構築の中で、確実に達成をしていくという意味合いを持って、「地域要望の 227 

協議にあたって」という提案がなされているのか。 228 

中嶋部長     ①② 資料には記載してないが、10 月 22日には釣部北海道議会議長宛に要望 229 

書を提出しており、網走市は存続の要望を提出しているが、滝川市としては機 230 

能の存続を要望しているところである。また、北海道議会第４回定例会におい 231 

ては高等技術専門学院の存続に関して定例会において質問がなされるという情 232 

報もあり、側面からの動きもあるが、これらを注視しながら市としてはあきら 233 

めたわけではなく、一縷の望みを託しつつ、北海道との情報交換では職業訓練 234 

の灯は消さないという意向は確認している。学院とセンターの機能は確かに違 235 

うが、高等技術専門学院がこれまで培ってきた資格の取得、技能の向上等をい 236 

かにして滝川市の機能として残せるか、今後の協議事項とすることを確認して 237 

いるところであり、中空知地域職業訓練センターが高等技術専門学院の機能も 238 

担える形が一つの落としどころかなと考えている。 239 

水  口     決してあきらめていないという気持ちは理解できるが、一方で、「地域要望の協 240 

議にあたって」という提案をしているということは、なくなることをある程度 241 

前提として次の対策を講ずることを要望している一面もあると思うが、あきら 242 

めたくない、しかしそれを言い続けていても進展がないので、次の対策にも含 243 

みを持たせながら両面で対応していくことで確認してよいか。 244 

中嶋部長     現状を見ると存続に越したことはない。建設協会とも意見交換をしているが、 245 

冬場は本州の企業に技術者を連れて行き仕事をすると、本州の企業に就職して 246 

しまう。若年層は戻ってこないし、その補てんをどうするかという問題が生じ 247 

てくる。この問題について道にはそのまま伝えている。やはり技能者の適正と 248 

いうものについては、滝川地域にとっては必須条件で、基本的には存続をして 249 

ほしい。しかしながら中小企業の診断ではやはり条件で折り合わすしかないの 250 

かなという一面もある。今のところ全くだめということではなく、抽象的でし 251 

かないのかまた、条件を出さなくてはだめなのかなと。理解をいただきながら 252 

期待しながら見守っていきたい。補足であるが、20年度の作成方針については、 253 

現在行っている。高等技術専門学院の学院長の実績をつくれるように、学生方 254 

針にかえて 21年度６月に所信を発表する予定である。 255 

委 員 長     他に質疑はあるか。  256 

中  田     まさに台本のようだが、具体的な内容はどうなのか。 257 

吉井課長     沼田学院長との間で緊密に情報交換をしており、広報への掲載はもちろんチラ 258 

シ等によるＰＲや企業へのＰＲを市と連携して実施することで学院長と協議し 259 

ている。これが多尐なりとも延命につながるかもしれないと考えている。 260 

中嶋部長     高等技術専門学院からの要望を受けて、学生募集に関し広報１月号に掲載予約 261 

を取り紙面を確保しているところである。 262 

中  田     学生募集に関し努力が足りないと思うが、市としていかにフォローしていくか 263 

が大切であり、そのような実績を見せて、その後の結果として廃止になるので 264 

あればやむを得ないことかもしれないが、手をこまねいて、ただ要望だけでは 265 

なく地域としての実績を残してほしい。 266 
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中嶋部長     技術者の養成という面から工業高校を訪問し、高等技術専門学院の行く末が案 267 

じられることから、学院のほうにも目を向けてほしい旨のお願いをしてきたと 268 

ころでもある。 269 

委 員 長     他に質疑はあるか。 270 

田  村     学院には寮があったが、その寮を取り壊したと思う。それは学院が廃止になる 271 

から壊したと考えていたが、募集に応じて地方からの通学者はもう寮に入るこ 272 

とはできないと思う。そういうことも含めると廃止を前提に寮をやめたともと 273 

られかねないがいかがか。あわせて、網走市の現状はどうか。 274 

吉井課長     寮の取り壊しは３年ほど前と記憶しているが、その時点では統廃合の情報は得 275 

ていなかった。寮については老朽化し、利用者が減尐してきたこと等が理由と 276 

認識している。統廃合を想定しての取り壊しではないと考えている。網走の実 277 

情については、滝川市と同じ状況に置かれており同じようなスケジュールの中 278 

で行動しているが、存続要望という拳を振り上げた状態で、落としどころがな 279 

くて困っていると聞いている。滝川市に対して対応方の照会もあり、多尐の意 280 

見交換はしたところである。存続要望という拳は振り上げたが、道の中長期ビ 281 

ジョンは淡々と進んでおり、対応方に苦慮しているようである。 282 

田  村     実績から見ると地方からの入学者がいるから寮があったと思うが、今後地方か 283 

らの入学者に対する援助策は考えているか。 284 

中嶋部長     平成 19年度の３学科の状況は、板金科で遠いところで富良野市、八雲町で、電 285 

気工事及び建築では全員空知管内である。市としては利用の減尐が取り壊しの 286 

原因と認識しており、地方からの入学者に対しては学院とも連携して、住居の 287 

斡旋等対応したい。 288 

委 員 長     他に質疑はあるか。 289 

副委員長     延命の可能性もある中で２月に道との具体的協議開始ということだが、地域要 290 

望の中に、統合・廃止後における土地・建物の地域政策実現に向けた活用に対 291 

する便宜とあるが、かなり大きな不動産で売却すればかなりの金額のものと思 292 

われる。最近の北海道の状況を考えると、北海道でスキルアップということで 293 

あれば北高や林務署のようなわけにはいかないと思うが、見通しと市のスタン 294 

スを伺う。あわせて関連事項として、砂川市にある障害者機能開発訓練校も北 295 

海道の施設であり、所管が学院と同じかどうか分からないが、かなりの縮小が 296 

新聞発表されており、設置は砂川市であるが、かなりの滝川市民が利用してい 297 

る。障がい者の職業訓練施設としては道内唯一の施設でありながら縮小される 298 

ようであるが、今後中空知地域職業訓練センターを中心にしていき、あるいは 299 

延命策として障がい者も利用できるような施設にしていくということも含めて 300 

の計画づくりが必要と考える。状況等について伺う。 301 

中嶋部長     跡地については売却の意向のようであるが、市としては跡地対策については白 302 

紙である。障がい者職業訓練については、学院に関する中長期ビジョンであり、 303 

砂川の施設に関連しては接触を持っていないが、滝川市においても障がい者の 304 

職業訓練を取り入れるべきである旨の意見を北海道に対し提起したい。 305 

委 員 長     12月中に調整しながら行うこととし、所管で準備を頼む。 306 

他に質疑はあるか。（なし）  307 

                （６）については報告済みとする。 308 

        （７）アクロスプラザたきかわの出店状況について 309 

委 員 長    （７）について説明願う。 310 
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岸 次 長    （別紙資料に基づき説明する。） 311 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。 312 

副委員長     ゼビオは東町内の移転、はるやまは新町から東町へ移転、中心商店街からもほ 313 

んだ菓子店が東町へ移転と、さらに東町へ集中の方向で中心街の空洞化が加速 314 

している。こうした中で中心市街地活性化計画の検討を進めていると思う。Ｊ 315 

Ａの店舗つきの駐車場を拡張する計画があるが、これは農協の集客効果を高め 316 

るためである一方、ジョイの賃貸契約が１月末までとなっている様子を見てい 317 

るのではないかという話も出ている。ジョイや農協に対する市の支援策は今し 318 

かないと思うが、現在どのような対応を行っているか。 319 

中嶋部長     ＪＡに関してはジョイの動きとは関係ないとの組合長の話であり、駐車場の狭 320 

隘化で以前から苦情があり、それに対する改善策ということである。ジョイに 321 

ついては、いろいろな噂が流れていることもあり、それらを確認する意味も含 322 

めて情報交換のため会社との接触を近々予定しており、その際市の支援策も含 323 

めて協議の予定である。 324 

委 員 長     他に質疑はあるか。 325 

中  田     先般市長との話の中で、この委員会と所管でのアクロスプラザの正式な視察に 326 

ついて話題になり、まちづくりについての意見交換など確認したらよいのでは 327 

ないかという話であった。所管としては具体的な指示を受けているか。 328 

千田室長     市長からは先日、アクロスプラザに対して正式な視察の申し入れを行うよう指 329 

示を受けている。中田委員（議長）とコンタクトを取りながら進めるようにと 330 

の指示でもあることから、鋭意準備を進めている。 331 

中  田     私とコンタクトを取りながら進めるということであるが、経済建設常任委員会 332 

が中心となって進めるほうが適切と考えるので、委員長にお願いしたい。 333 

委 員 長     中田委員からアクロスプラザの視察に関する意見があったが、いかに取り扱う 334 

か。（委員からは、視察をすることに異議なしの声） 335 

         所管には相手方とコンタクトを取ってもらい、日程を調整のうえ、正副委員長 336 

に実施日を一任することでよいか。（よし） 337 

中嶋部長     ホーマックを通して全体を管轄する会社と調整をしたい。 338 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし） （７）については報告済みとする。 339 

        （８）滝川市商工業振興条例の一部を改正する条例について 340 

        （９）滝川市航空科学センターの指定管理について 341 

        （10）産業サポート助成事業について 342 

委 員 長    （８）から（10）までの３件を一括して説明願う。 343 

長瀬室長    （（８）について、別紙資料に基づき説明する。） 344 

中嶋部長    （（９）について、別紙資料に基づき説明する。） 345 

長瀬室長    （（10）について、別紙資料に基づき説明する。） 346 

委 員 長     説明が終わった。一括して質疑を行う。質疑はあるか。 347 

副委員長     産業サポート助成事業は大手の企業は対象としないとなっていたと思うが、お 348 

おい内科循環器クリニックのような医療関係がサポートをしなければならない 349 

分野なのか。今回の事案では、何に対して、いくら助成したのか。あわせて、 350 

今回の事案は法人への助成ではなく、個人への助成だと思うが、これに関する 351 

議論はなかったのか伺う。 352 

長瀬室長     事業費は、建物、土地等含めて 822万 5,000円で、100万円の申請があり、百 353 

万円の助成を予定している。この案件では、ハローワークを通じて厚生労働省 354 
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に対して雇用の助成金申請を併願中であり、今回、７名を採用予定である。雇 355 

用後の創業助成金については創業後１年後と規定されていることから、現状併 356 

願となっている。あくまでも、産業サポート助成金は国、道の助成金を優先し 357 

ており、厚生労働省の助成が該当になれば、産業振興協議会への助成は取り下 358 

げることになっている。協議会としては医療関係への助成について議論があっ 359 

たところであるが、対象外業種になっていないことから、今後検討が必要と確 360 

認された。 361 

副委員長     この事案については、例えば、障がい者にやさしいバリアフリーの行き届いた 362 

設計だとか、特別の場合は認めることも必要かと思うが、今回一度認定してし 363 

まうと今後はメディカルモールも認めなければならなくなる。非常に問題であ 364 

ると考える。今後弁護士の開業など間違いなく利益が出る分野については除外 365 

の検討を求める。 366 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし） 367 

        （８）から（10）までは報告済みとする。 368 

中嶋部長     今回、経済部としては中心市街地活性化計画についての報告をしなかったが、 369 

現在内閣府と最終の詰めの作業を行っている。既に素案ができ上がっており、 370 

本日配付できると思うが、まだ内閣府との事前協議が必要なことから、スケジ 371 

ュール的には年内に正式申請を行いたいと考えている。委員長とも相談のうえ、 372 

本日配付する素案については、第４回定例会後年内に委員会を開催していただ 373 

き、説明し意見を伺いたい。パブリックコメントとしては、ホームページに概 374 

要の掲載、公共施設 14カ所に素案を備えつけて縦覧できるようにし、市民から 375 

の意見を集約したい。 376 

委 員 長     経済部長の説明のとおり、中心市街地活性化計画については改めて委員会を開 377 

         催し、事前に配付される素案を熟読してから報告を受けたいが、開催日は、視 378 

察の件も含めて正副委員長に一任されたい。 379 

休  憩  １１：４１ 380 

再  開  １１：５０ 381 

委 員 長     会議を再開する。（11）から（13）までの３件を一括して説明願う。 382 

        （11）滝川都市計画特別用途地区（大規模集客施設立地制限地区）の変更につい 383 

         て 384 

        （12）滝川都市計画大規模集客施設制限地区建築条例の制定について 385 

        （13）滝川都市計画特別工業地区建築条例等の改正について 386 

堀下課長    （（11）について、別紙資料に基づき説明する。） 387 

三谷課長    （（12）、（13）について、別紙資料に基づき説明する。） 388 

委 員 長     説明が終わった。一括して質疑を行う。質疑はあるか。（なし） 389 

        （11）から（13）までは報告済みとする。 390 

        （14）について説明願う。 391 

        （14）専決処分について 392 

三谷課長    （別紙資料に基づき説明する。） 393 

委 員 長     説明が終わった。質疑はあるか。（なし）  394 

        （14）については報告済みとする。（15）及び（16）の２件を一括して説明願う。 395 

        （15）上下水道料金請求先口座誤りについて 396 

        （16）中空知広域水道企業団水道料金の改定について 397 

千葉室長    （（15）、（16）について、別紙資料に基づき説明する。） 398 
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委 員 長     説明が終わった。一括して質疑を行う。質疑はあるか。 399 

水  口     口座の誤りについて確認したいが、平成 12年 10月に口座引き落としの申し出 400 

があり、それを別の口座から引き落としたため全額還付した。当該料金分を全 401 

額請求したいが時効分を除いたものを請求するとのことだが、本来支払いすべ 402 

きところには一切請求されておらず、全く料金も支払われていなかったことに 403 

なるのか。口座の引き落としは２口分の水道料金が引き落とされていたのか。 404 

千葉室長     口座からの引き落としを申し出た方は３件の家を持っており、３件分の口座引 405 

き落としを申し出た。その際に電話での受付であり、類似の事業所があったた 406 

め、間違った形で電算入力のミスを犯してしまったものである。したがって内 407 

容的には、ある方は２口分引き落とされたり、ある方は本来３口分あるものを 408 

２口分しか引き落としていなかったというような事例である。 409 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし） （15）及び（16）については報告済みとする。 410 

        （17）から（20）までの４件を一括して説明願う。 411 

        （17）滝川市道路占用条例及び滝川市下水道条例の改正について 412 

        （18）一般会計補正予算（除雪機械購入）について 413 

        （19）除排雪事業について 414 

        （20）一般会計土木費（住宅管理費）の減額補正について 415 

大平課長    （（17）について、別紙資料に基づき説明する。） 416 

川本副主幹   （（18）、（19）について、別紙資料に基づき説明する。） 417 

三谷課長    （（20）について、別紙資料に基づき説明する。） 418 

委 員 長     説明が終わった。一括して質疑を行う。質疑はあるか。 419 

山  腰     住宅管理費の減額補正について、入札差金に伴う減額だと思うが、余りにも入 420 

札による差金が大きいのはなぜか。 421 

三谷課長     教育委員会の所管になるため建築住宅課としては詳細にはわからないが、入札 422 

の執行率がすべて 50パーセント程度で執行されている。また、資料にある事業 423 

費残額は、予算額から入札、落札金額を引いたものとイコールになっていない。 424 

これは、学校の耐震診断業務は補助制度上、限度額が設定されている。積算段 425 

階では棟ごとに計算をしており、面積の違いにより限度額もそれぞれ決められ 426 

ているためイコールとなっていない。 427 

委 員 長     他に質疑はあるか。（なし） （17）から（20）までについては報告済みとする。 428 

         ２ 第４回定例会以降の調査事項について 429 

委 員 長     第４回定例会以降の調査事項については、別紙のとおりでよいか。（よし） 430 

３ その他について 431 

委 員 長 事務局から１件報告願う。 432 

飯沼事務局長   おわびと報告をする。先月実施した委員会の行政視察の旅費の積算に誤りがあ 433 

った。監査からの指摘に基づき事務局としても精査した結果、指摘のとおりで 434 

あることが確認された。旅費については公共交通機関を利用し、最も安価な手 435 

段で支出することが前提であり、今回の場合は公共交通機関の営業キロの積算 436 

に間違いがあった。精算した結果、１人当たり210円を追支給させていただく。 437 

委 員 長          他にあるか。（なし） 438 

 ３ 次回委員会の日程について 439 

委 員 長     次回委員会は、正副委員長に一任することでよいか。（よし） 440 

         視察に関しては確認済みであるが、視察箇所を追加することで考えたい。公営 441 

住宅建替事業を行っている江陵団地の進捗状況も視察することとしたい。 442 



 

 ９ 

 以上をもって、第７回経済建設常任委員会を閉会する。 443 

 444 

閉  会  １２：３０ 445 


